
   北名古屋市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する制限

付一般競争入札実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、北名古屋市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付

けに関する要綱（平成２３年北名古屋市告示第３４号）第３条第２項の

規定に基づき、同条第１項の制限付一般競争入札（以下「入札」という。）

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （入札参加資格） 

第２条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる入札に参加することが

できる要件（以下「入札参加資格」という。）を備えなければならない。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）

第１６７条の４第１項の規定により入札に参加させることができな

い者でないこと。 

 ⑵ 入札の公告日から過去２年間において、政令第１６７条の４第２項

各号のいずれかに該当すると認められたことがない者であること。 

 ⑶ 個人の場合は、北名古屋市に住所を有する者又は北名古屋市内で事

業を営んでいる者とし、法人の場合は、愛知県内に本店、支店、営業

所又は事務所を置いていること。 

 ⑷ 入札の公告日から入札日までの間、北名古屋市指名停止措置要綱

（平成２５年北名古屋市告示第１７４号）に基づく指名停止又はこれ

に準ずる措置を受けていない者かつ「北名古屋市が行う契約等からの

暴力団排除に関する合意書」（平成２０年２月２１日付け北名古屋市

長・西枇杷島警察署長締結）に基づく排除措置を受けていない者であ

ること。 

 ⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく

更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てが

なされていない者であること。 

２ 前項に定めるもののほか、入札参加資格として、次に掲げる基準を定



めることができる。 

 ⑴ 同一庁舎内等の複数の入札案件に対して、同一者が落札できる件数

の上限を設定すること。 

 ⑵ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当す

る許認可等の免許を有していること。 

 ⑶ 自らが管理・運営をする自動販売機の設置業務について、一定の実

績があること。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （公告） 

第３条 市長は、政令第１６７条の６第１項の規定により、入札に参加す

る者に必要な資格、入札の日時及び場所その他入札について必要な事項

を北名古屋市公告式条例（平成１８年北名古屋市条例第３号）第２条第

２項に規定する掲示場に掲示して公告するものとする。 

２ 前項の公告の写しについては、財務部財政課において閲覧することが

できるほか、北名古屋市ホームページに掲載するものとする。 

 （入札保証金及び契約保証金） 

第４条 入札保証金及び契約保証金は、入札参加資格の制限内容等から、

契約の相手方が契約を締結及び履行しないこととなるおそれがないと認

められる場合においては、免除することができる。 

 （入札参加申込み） 

第５条 入札に参加しようとする者は、第３条第１項の規定による公告（以

下「入札公告」という。）において示した期間内に制限付一般競争入札参

加申込書（一時貸付け契約用）（様式第１）を提出しなければならない。 

 （入札） 

第６条 入札参加者は、入札書（一時貸付け契約用）（様式第２）に必要な

事項を記入し、記名押印の上、入札公告で示した日時及び場所において、

市職員の指示により提出するものとする。 

２ 入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表

者の印鑑とする。 

３ 郵便による入札は認めない。 



４ 同一人が代表者となる法人等は、重複して入札に参加することができ

ない。 

５ 入札においては、最低貸付料以上で最も入札価格の高い者から落札候

補者を決定するものとする。この場合において、第１０条第１項ただし

書の規定により、入札前に落札候補者について入札参加資格を満たして

いることが確認できている場合には、入札の執行後、速やかに落札者を

決定することができる。 

 （入札の辞退） 

第７条 入札参加者は、入札執行に至るまでは、いつでも入札を辞退する

ことができる。 

２ 入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。 

 ⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届（一時貸付け契約用）（様式第３）

を直接契約担当者に持参し、又は郵送（入札日の前日までに到達する

ものに限る。）して行う。 

 ⑵ 入札執行中にあっては、入札辞退届を直接入札執行者に手渡して行

う。この場合において辞退者は、速やかに入札会場から退席するもの

とする。 

 （入札の中止） 

第８条 次の各号に該当する場合は、入札の執行を延期し、又は中止する

ことができる。 

 ⑴ 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたとき。 

 ⑵ 入札の辞退等により入札参加者が１者となったとき。（ただし、公告

等において１者でも入札を執行すると記載した場合を除く。） 

 （資格確認書類の提出） 

第９条 落札候補者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書（一時貸

付け契約用）（様式第４）、誓約書（様式第５）その他入札公告において

示された書類（以下「資格確認書類」という。）を提出期限までに提出し

なければならない。 

２ 落札候補者が前項に規定する期間内に資格確認書類を提出しないとき

は、当該落札候補者がした入札は、無効とする。 



３ 必要があると認められるときは、入札参加者に対して入札参加申込時

に資格確認書類を提出させることができる。 

 （入札参加資格の確認） 

第１０条 前条の規定により、落札候補者から提出された資格確認書類に

ついて審査を行い、入札参加資格を満たしていることを確認したときは、

速やかに落札者を決定するものとする。ただし、前条第３項の規定によ

り入札参加申込時に資格確認書類を提出させた場合は、入札前に入札参

加資格を確認するものとする。 

２ 前項の規定により審査を行い、落札候補者が入札参加資格を満たして

いないことを確認したときは、次の順位の者から順次審査を行い、入札

参加資格を満たしている者を確認することができるまで審査を行うもの

とする。 

３ 前２項の入札参加資格の審査は、資格確認書類の提出があった日から

起算して３日以内に行わなければならない。 

 （資格確認結果の通知） 

第１１条 前条の審査により落札候補者が入札参加資格を満たしているこ

とを確認した場合にあっては、落札者の決定をした上、当該落札者にそ

の旨を制限付一般競争入札参加資格確認通知書（一時貸付け契約用）（様

式第６）により通知するものとし、入札参加資格を満たしていないこと

を確認した場合にあっては、当該落札候補者にその旨及び理由を制限付

一般競争入札参加不適格通知書（一時貸付け契約用）（様式第７）により

通知するものとする。 

 （入札参加資格のない者への理由説明） 

第１２条 前条の規定により、入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、

当該通知のあった日の翌日から起算して７日（北名古屋市の休日を定め

る条例（平成１８年北名古屋市条例第２号）第１条第１項に規定する市

の休日を含まない。）以内に質問書（様式第８）により市長に説明を求め

ることができる。 

２ 市長は、前項の質問書を受理したときは、受理した日の翌日から起算

して７日以内に回答書（様式第９）により回答するものとする。 



 （秘密の保持） 

第１３条 入札に参加しようとする者から提出された申込書等は、原則と

して公表しないものとし、申込者に返還しないものとする。 

 （入札結果等の公表） 

第１４条 市長は、落札者が決定したときは、速やかに入札結果等を閲覧

方式により公表するものとする。 

 （落札者の決定の取消し） 

第１５条 市長は、契約を締結する前に、落札者が北名古屋市指名停止措

置要綱に定める指名停止要件のいずれかに該当することが明らかになっ

た場合又は北名古屋市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合

意書に定める排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが

明らかになった場合は、落札者の決定を取り消すことができる。この場

合において、市は一切の損害賠償の責を負わない。 

 （雑則） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、自動販売機の設置に係る行政財

産の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２５年５月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年６月２４日から施行する。 

 


